
「地域密着型認知症対応型通所介護」重要事項説明書

デイサービス さくらんぼ須屋

（ 令和 7年 5月 1日 ）現在

1．事業の目的と運営方針

要介護状態にある利用者に対し、適正な認知症対応型通所介護を提供す

ることにより要介護状態の維持・改善を目的とし、目標を設定して計画的

にサービス提供します。また、関係市町村、保健・医療・福祉サービスと

連携を図り総合的なサービス提供に努めます。

2．事業者

法人名 医療法人 中山会

代表者氏名 信岡 幸彦

所在地 熊本県合志市須屋 702
電話番号 096－343－8377
FAX 096－346－0371

3．事業所の概要

（1）事業所の種類 認知症対応型通所介護

指定番号 4391600055
事業所名 デイサービス さくらんぼ須屋

所在地 熊本県合志市須屋 2863－4
電話番号 096－242－2505
FAX 096－242－2505
管理者の氏名 岩本 友美

（2）事業所の従業者体制

・管理者（兼務） 1名
・生活相談員（兼務） 2名
・介護職員（兼務） 2名
・看護職員（兼務） 1名
・機能訓練指導員（兼務） 1名

（3）営業日・営業時間

・営業日・受付時間 月曜日～土曜日 8時 00分～17時 30分
・サービス提供時間 月曜日～土曜日 8時 30分～17時 30分
・休業日 日曜日

（4）利用定員 (１日) 12人



4．サービスの内容

・食事 利用者の状況に応じて、適切な食事介助を行うと共に、食事

の自立についても適切な援助を行います。

・入浴 入浴又は清拭を行います。

・排泄 利用者の状況に応じて、適切な排泄介助を行うと共に、自立

についても適切な援助を行います。

・機能訓練 機能訓練指導員により、利用者の状況に適した機能訓練を行

い、身体機能の低下を防止するよう努めます。

・生活相談 生活相談員をはじめ従業者が日常生活等の相談に応じます。

・送迎 ご利用者の自宅から施設までの送迎を行います。

5．利用料金

・介護保険の適応がある場合は、原則として料金表の利用料金の 1割が利用

者の負担額となります。

・介護保険の給付の範囲を超えた部分のサービスについては全額自己負担と

なります。

○介護保険給付対象サービス

（1）基本料金

※ 介護保険制度では要介護認定による要介護度によって利用料が異なり、

介護保険負担割合証に記載されている割合にて自己負担も異なります。

(介護区分)

3 時間以上

4時間未満

4時間以上

5時間未満

5時間以上

6時間未満

6 時間以上

7時間未満

7 時間以上

8時間未満

8 時間以上

9時間未満

要支援 1 475 円 497 円 741 円 760 円 861 円 888 円

要支援 2 526 円 551 円 828 円 851 円 961 円 991 円

要介護 1 543 円 569 円 858 円 880 円 994 円 1,026 円

要介援 2 597 円 626 円 950 円 974 円 1,102 円 1,137 円

要介援 3 653 円 684 円 1,040 円 1,066 円 1,210 円 1,248 円

要介援 4 708 円 741 円 1,132 円 1,161 円 1,319 円 1,362 円

要介援 5 762 円 799 円 1,225 円 1,256 円 1,427 円 1,472 円

加算内容 料金 摘要

入浴介助加算Ⅰ 40円／回 1日につき入浴介助を行った場合

個別機能訓練加算 27円／日 1日につき

時間延長加算 50円／日

100円／日

150円／日

9時間以上 10時間未満

10時間以上 11時間未満

11時間以上 12時間未満



（2）加算料金

○介護保険給付サービス対象外

（1）食事費

・朝食 250円 ・昼食 600円 ・夕食 600円

（2）おむつ代（廃棄処分料金含む 1枚の単価）

尿とりパット 55 円 尿とりパット（夜用）110 円

紙パンツ 130 円 紙おむつ 145 円

持ち込みおむつ廃棄処分に要する費用（1枚）

尿とりパット 35 円 尿とりパット（夜用）45 円

紙パンツ 55 円 紙おむつ 55 円

（3）その他の費用

通所介護サービスの中で提供される便宜のうち、日常生活においても通

常必要となるものに係る費用であって、ご利用者に負担させることが適当

と認められる費用は、ご利用者の負担になります。

6．利用料等のお支払い方法

・毎月 10日以降に、前月分の請求書を発行しますので、その月の末日までに

お支払ください。

7．サービス利用に当たっての留意事項

（1）利用者又身元引受人は、体調の変化があった際には事業所にご一報くださ

い。

（2）事業所内での金銭及び食べ物等のやりとりは、ご遠慮ください。

（3）従業者に対する贈り物や飲食のもてなしは、お受けできません。

8．非常災害対策

事業者は、非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を整えるととも

に、常に関係機関と連絡を密にし、取るべき措置についてあらかじめ防災計

画を作成し、防災計画に基づき、年 2 回利用者及び従業者等の訓練を行いま

す。

サービス提供体制強化加算Ⅰ 22円／回 職員配置基準

サービス提供体制強化加算Ⅱ 18円／回 職員配置基準

サービス提供体制強化加算Ⅲ 6円／回 職員配置基準

若年性認知症受入加算 60円／日 該当者のみ

口腔機能向上加算 150円／回 該当者のみ 月に 3回限度

介護職員等処遇改善加算Ⅰ （基本料金＋算定した加算料金の合計）×

1000分の 181



9．緊急時の対応

サービス提供時に利用者の病状が急変した場合、その他必要な場合は、速

やかに主治医や協力医療機関への連絡等必要な措置を講じます。

10．事故発生時の対応

サービス提供により事故が発生した場合には、ご家族、市町村、関係医療

機関等への連絡を行うなど必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してと

った処置について記録し、賠償すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに

行います。

11．守秘義務に関する対策

事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保守し

ます。また、退職後においてもこれからの秘密を保守するべき旨を従業者と

の雇用計画の内容としています。

12．秘密保持・個人情報の保護

事業者及び従業者は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族の個人情

報（個人情報保護法における定義に従います。）を正当な理由なく第三者に漏らしません。

なお、この守秘義務は,契約終了後も同様です。

前項の規定にかかわらず、事業者は、以下の場合に限り利用者に関する心身等の情報

を含む個人情報を提供できるものとします。その場合、個人情報利用の内容等の経過を

記録します。

（1）介護サービスの提供を受けるに当たって、介護サービス事業者との間で開催され

るサービス担当者会議において、利用者の状態、家族の状況を把握するために

必要な場合

（2）上記（1）の外、介護サービス事業所との連携調整のために必要な場合

（3）現に介護サービスの提供を受けている場合で、利用者が体調等を崩し又は怪我等

で病院へ行ったときで、医師・看護師等に説明をする場合

（4）介護保健サービス資質の向上のために学会、研究会等での事例研究発表等

（5）事業所内の広報物又は家族会での説明会等の場合

（6）上記以外で、離設等が発生し、身元引受人の了解を得た上で警察署（消防署）等

へ保護願いを提出する場合

利用者又は身元引受人は、本契約の締結により前項の内容、個人情報の使用を了承する

ものとします。

13．利用者の尊厳

利用者の人権・プライバシー保護の為、業務マニュアルを作成し、従業者

教育を行います。



14．身体拘束の禁止

事業所は、原則として入居者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行ないま

せん。。ただし、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するために緊急やむを

得ない場合には、身体拘束の内容、目的、理由、高速の時間、時間帯、期間等を記載した

説明書、経過観察記録、検討記録等記録の整備や適正な手続きにより身体等の拘束を行な

います。

15．衛生管理

事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は引用に供する水について、

衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じます。

⑵ 事業所において、食中毒及び感染症が発生し、または蔓延しないように必要な

措置を講じます。又、これらを防止するための措置等について、感染症の予防及び蔓延

対策のため委員会を設置し、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるとともに、密接な

連携を保つようにします。

⑶ 空調設備等により施設内の適温の確保に努めるものとする。

16．事業継続計画

感染症や災害が発生した場合であっても、利用者が継続して必要なサービスを受け

られるよう体制を構築し、事業者は業務継続計画の策定し、他介護サービス事業と連携し

年１階以上の研修の実施、訓練（シミュレーション）を実施します。

17．ハラスメント防止措置

事業所は、適切な（指定介護（予防）小規模多機能居宅介護事業）の提供を確保す

る観点から性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当

な範囲を超えたものにより従業員等の就業環境が害されることを防止いたします。

18．苦情相談窓口

※サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。

・苦情相談受付窓口 ： 岩本 友美 （管理者）

・ご利用時間 ： 月～土曜日 8時 30分～17時 30分
・ご利用方法 ： （電話）096－242－2505 （面接）当事業所 相談室

19．協力医療機関

事業者は、下記の医療機関や歯科診療所に協力を頂き、利用者の状態が急変

した場合等には、速やかに対応をお願いするようにしています。

○協力医療機関

・名称 熊本再春医療センター

・住所 合志市須屋 2659

・名称 朝日野総合病院

・住所 熊本市室園町 12番 10号



○協力歯科医療機関

・名称 今村歯科

・住所 合志市須屋 709－4

○緊急時の連絡先

なお、緊急の場合には、「同意書」にご記入頂いた連絡先に連絡します。

20．損害賠償について

認知症対応型通所介護のサービス提供に伴って、当事業所の責任によりご利

用者様に生じた損害については、速やかにその損害を賠償します。守秘義務に

違反した場合も同様とします。

ただし、損害の発生については、ご利用者様に故意又は過失が認められた場

合には、ご利用者様の置かれた心身の状況等を斟酌して減額するのが相当と認

められた場合には、事業所の損害賠償責任を減じさせて頂きます。

附則 この規定は、令和 6年 12月 1日から施行します。

令和 7年 5月 1日



令和 年 月 日

認知症対応型通所介護サービスの開始に際し、利用者に対して契約書及び

本書面に基づいて重要な事項を説明し交付しました。

＜事業所＞

所在地 合志市須屋 2863－4
事業所名 デイサービス さくらんぼ須屋（指定番号 4391600055）
事業者名 医療法人社団 中山会

理事長 信岡 幸彦

説明者

令和 年 月 日

私は、契約書及び本書面により、事業者から認知症対応型通所介護サービス

について重要事項の説明を受け同意しました。

＜利用者＞

住所

氏名

＜利用者ご家族、又は代理人（選任した場合）＞

住所

氏名 （ 続柄 ）


